
ご入学おめでとうございます！ 

土建国保と仲間の健康を守る運動の強化 
①東京都宛予算要求はがきにご協力下さい。 

1人はがき4枚1シートを目標に取り組みます。 

一昨年から 1ヶ月前倒しで取り組んでいます。 

8月 9月で東京都あて、10月 11月で財務省宛

てに取り組みます。 

②今年度は昨年度に引き続いて、就業実態調査が

実施されます。土建国保種類が外注手間請の

方。対象となる方に直接ご協力をお願いしてい

ます。ご理解ください。 

土建国保のコロナ特例対策 
コロナ感染した場合の感染症手当金 

対象期間が 6月末⇒9月末までに延長されました。 

コロナの影響による収入減の国保料免除制度 

減少 50％で 4カ月、40％で 3カ月、30％で 2カ月分 

 

仲間を増やす「秋の拡大月間」スタート 

組合加入対象者の方をご紹介ください 
組合の仲間を増やす大運動、秋の拡大月間が

いよいよ始まりました。9～10月に 69人の仲間

を増やすことを目標に取り組んでいます。コロ

ナ関連の相談対応、10月 25日「アスベスト法改

正」セミナーなど新宿支部の様々な取り組みを

知ってもらい、より多くの声掛けで活動を盛り

上げていきましょう。また、分会・群の仲間の

つながりを深める組織強化月間としましょう。 

組合事務所閉所について 
○10月 4日(月)午後 書記局会議のため 

事務所を閉めさせていただきます。ご不便をおか

け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。 
 

一人で 100筆集める“チャレンジャー”登録も

ります。 

8 月はお休みです 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群会議の話題 
無料法律相談会 

申込みは組合まで℡０３（３３６２）２１６１ 

9 月 21 日（火）  ／  10 月 19 日（火） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３話でご予約下さい。 

No385 号（2021 年 9 月 10 日）  東京土建新宿支部 

アスベスト関係法改正セミナー 

4月～厳格化でこれだけ仕事に影響大！ 
［日時］10月 25日(水)19：00～20：30 

［場所］けんせつプラザ東京 5階 

［講師］東京土建本部 労働対策部 

大気汚染防止法と石綿予防規則が改正されまし

た。80㎡以上の解体、100万円以上の改修工事で、

石綿の有無に関わらず、調査や掲示が必要。有の

場合は届け出、作業手順の順守（罰則有）など。 

コロナのご相談は組合へ！ 
コロナの影響で、困っている組合員の個別

相談に公的制度の最新情勢などを踏まえ、手

続きのお手伝いなど相談対応実施中です。 

「月次支援金」（経済産業省） 

［対象］2021年 7月・8月の売上減少が、ひ

と月で前年または前々年比の同期比 50％以

上（7月分は 9月末、8月分は 10月末まで） 

［給付月額］法人 20万円、個人事業 10万円 

事前確認登録機関（税理士や金融機関等）の

チェックを受ける事が必要です。 

「月次支援金」の上乗せと横出し（東京都） 

［横出し対象］売上減少が、1カ月で前年ま

たは前々年比の同期比 30％以上 50％未満 

［給付月額］ 

上乗せ⇒法人 5万円、個人事業 2.5万円 

横出し⇒法人 10万円、個人事業 5万円 

 

 

 

「インボイス制度」学習会（WEB併用開催） 
制度実施で、売上 1,000万円未満の消費税免税

業者が大きな不利益を被る可能性があります。 

［日時］9月 28日(火)19：00～20：30 

［場所］支部会館 4階 

［内容］制度内容の学習と廃止運動の模索 

［講師］東京土建本部税対部担当者 

 

【厚生年金・算定基礎届】締切 9/24 

標準報酬決定通知書提出のお願い 
算定基礎届の届け出はもうお済みでしょう

か？上記お届けが済んでいる事業所へは『被

保険者標準報酬決定通知書』という書類が日

本年金機構から送られてきます。書類が届き

ましたら支部までＦＡＸ（03-3362-2289）を

お送りくださいますようお願いいたします。 

※この書類の提出がない場合、202２年度の

保険証の交付が国保組合で保留とされてしま

いますので、早めのご提出をお願いします。 


